
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （注）第 9 期・第 10 期の課税売上高は 1,000 万円超、3,000 万円未満とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
（注）第 9 期・第 10 期の課税売上高は 1,000 万円超、3,000 万円未満とする。 

（事例 1） 
課税事業者となった後、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出して免税事業者

に戻る事例 

課税事業者(注) 
簡易課税 

免税事業者 

(第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期) 

簡易課税 

(第 15 期) (第 16 期) 

課税事業者 
簡易課税 簡易課税 

簡易課税

制度選択

届出書の

提出 

(課税売上高) 

900 万円 

(課税売上高) 

800 万円 

(課税売上高) 

1,150 万円 

(課税売上高) 

1,600 万円 

(課税売上高) 

1,700 万円 

(課税売上高) 

1,600 万円 

簡易課税制度選択不適用届出書の提出不要 簡易課税制度選択届出書の提出不要 

（事例 2） 
「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者が本則課税による申告をする

こととなる事例 

本則課税 

(第 11 期) (第 12 期) (第 13 期) (第 14 期) 

簡易課税 

(第 15 期) (第 16 期) 

簡易課税 簡易課税 

簡易課税

制度選択

届出書の

提出 

(課税売上高) 

4,500 万円 

(課税売上高) 

5,200 万円 

(課税売上高) 

4,600 万円 

(課税売上高) 

5,300 万円 

(課税売上高) 

4,700 万円 

(課税売上高) 

4,800 万円 

簡易課税 本則課税 


